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須賀川創英館高等学校における特別非常勤講師制度による 

授業の講師の募集について 

 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当会の運営につきましては、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、昨年度、須賀川創英館高等学校の１年生を対象に特別非常勤講師制度により労働及

び社会保障に関して講師を派遣し授業を担当いたしました。 

今年度も須賀川創英館高等学校より昨年度と同様の依頼がありましたので、授業を担当い

ただく講師２名を募集いたします。 

つきましては、希望する方は、６月２３日（金）までにお申込みいただけますようお願い

いたします。 

なお、講師については、選考させていただくこととなります。 

謹白 

 

                                           

令和５年６月２３日（金）必着        

         令和５年  月  日 

 

福島県社会保険労務士会会長 様 

（FAX 024-534-5432 E-mail fukusha@green.con.ne.jp） 

 

須賀川創英館高等学校における特別非常勤講師制度による授業の講師申込書 

 

希望する担当授業 

□ 労働 

□ 社会保障 

氏名                 

 

mailto:fukusha@green.con.ne.jp


須賀川創英館高等学校における特別非常勤講師制度による授業の実施要領 

 

１． 目的等 

キャリア指導推進校として総合学科のうち【経済社会と人間】（須賀川創英館高校独

自の授業科目：週１回、１単位）を設け、多様な生徒に対して高校を卒業してからキャ

リア終了（退職）までの必要な知識等を養うことを目的としています。 

その授業の一部を税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの専門家が

「特別非常勤講師」として授業を行います。 

特別非常勤講師制度： 

地域の人材や多様な専門分野の社会人を学校現場に迎え入れることにより、学校

教育の多様化への対応やその活性化を図るため、教員免許を有しない非常勤講師

を登用し、教科の領域の一部を担任させることができる。（昭和 63 年創設） 

※ 講師は、履歴書（任意様式）を提出後、福島県教育庁より委嘱されます。 

※ 授業後に生徒の理解度等の評価を行います。（福島県教育庁に報告されます。） 

 

２． 担当及び日程（予定） 

労働   ９月 12日（火）、９月 19日（火） 各日２回、計４回 

社会保障 10月 31日（火）、11月７日（火） 各日２回、計４回 

※ 日程は変更となる場合があります。 

 

３． 対象及び授業時間 

須賀川創英館高校（前須賀川高校、前長沼高校が合併） １年生194人（６クラス） 

① １年４組～６組 97名 ･･･ ５時間目 13：15～14：05（50分） 

② １年１組～３組 97名 ･･･ ６時間目 14：15～15：05（50分） 

５時間目、６時間目、２回に分けて実施し、同じ内容を話していただきます。 

授業には、教科担任の先生４人が同席 

※ 授業時間は変更となる場合があります。 

 

４． 授業日程及び内容等 

（1） 授業日程（予定）及び内容（案） 

労働 ２日（各２回） 

【１】 ９月12日（火） ①５時間目13：15～14：05、②６時間目14：15～15：05  

【２】 ９月19日（火） ①５時間目13：15～14：05、②６時間目14：15～15：05 

① 働く前に知っておく、仕事に関する基礎知識（ワークルール） 

労働基準法など働く上での法律知識・就業規則・最低賃金・労働時間など 

② 職場におけるトラブル事例 

③ 給料支給明細表の見方について 

④ 求人票の見方について 



 

社会保障制度 ２日（各２回） 

【３】 10月31日（火） ①５時間目13：15～14：05、②６時間目14：15～15：05 

【４】 11月７日（火） ①５時間目13：15～14：05、②６時間目14：15～15：05 

① 公的年金について（障害・遺族・老齢）・年金制度の目的・しくみ・種類など 

② 年金の内容・給付要件など 

③ 健康保険について（健康保険・共済組合・国民健康保険）・国民皆保険 

保険の種類と保険料・健康保険の内容など 

④ 労災保険について（労働者災害補償保険）・労災保険の内容など 

⑤ 雇用保険のしくみ 

 

（2） 授業の進め方等 

学校で【経済社会と人間】の独自教科書を作成します。 

先生は、独自教科書によって１年間の授業を進めます。 

担当いただく授業の前の先生が担当する授業で、先生から補完する内容の話をした

り、事前に質問や課題を与えて、授業で答え合わせをすることによって生徒の理解を

深めます。 

授業後にも質問等に回答いただきます。 

欠席した生徒のために授業は録画いたします。 

 

（3） 生徒の評価の仕方 

テストは行いませんが、授業後にレポート提出等により先生が評価を行います。 

講師にも、３分の１程度のレポートを確認し、先生が行った評価の補正をしていた

だきます。 

 

５． テキスト 

連合会作成「知っておきたい働くときの基礎知識～社会に出る君たちへ～」 

補助資料は各自準備してください。 

テキスト等の事前配布は可能です。 

※ テキストは連合会のホームページで確認できます。 

連合会 会員専用ページ「資料・頒布物」無料ダウンロード セミナー資料 

「知っておきたい働くときの基礎知識～社会に出る君たちへ～」 

学校教育「出前授業」用の教材（PDF：約 15MB） 

https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/document/tabid/363/Default.aspx 

 

６． 開催場所 

須賀川創英館高校 視聴覚室 

（須賀川市緑町 88番地 TEL：0248-75-3325） 

https://www.shakaihokenroumushi.jp/members/document/tabid/363/Default.aspx


 

７． 報酬及び業務 

謝金：社労士会より 90,000円（消費税別） 

業務内容：事前打合せ  ２回程度 ※他メール対応あり 

教科書の確認 １回   ※法改正フォロー 

事前課題の準備１回   ※１ヶ月前程度 

授業     ２回   ※１回２コマ 

質問対応   ２回   ※各授業の後に対応 

評価の確認  １回   ※受講生徒の３分の１程度のレポートを 

                     読み、先生が行う評価の補正を行う 

学校より 2,590円×２コマ×２日＝10,720円（諸税含む） 

授業における旅費：福島県の旅費規程による 

打合せ旅費：県会旅費規程による旅費 

※ 業務内容は、令和４年度の内容をもとに予定したものです。必要に応じて省略、追加

となる場合があります。 

 

８． 今後のスケジュール 

具体的な日程は、別途調整します。 

○事前ミーティング（事務局）･･･講師、正副総務委員長 

・目的及び進め方の確認 

・学校との打合せの下打合せ 

○学校との打合せ（須賀川創英館高校）･･･講師、正副総務委員長訪問 

・顔合わせ 

・カリキュラム内容の確認 

○直前ミーティング（須賀川創英館高校）･･･講師、正副総務委員長訪問 

・視聴覚室での動作確認 

・レジュメ、配布資料等提出 

 

９． そ の 他 

・ 講師は、社労士賠償責任保険に加入している、または加入してください。 

・ 授業はマスコミの取材を依頼する予定です。 

・ 社労士会のアンケートに協力いただく予定です。 

・ 授業終了後に報告書の提出をお願いいたします。 

・ 会報等に原稿の執筆をお願いする場合があります。ご協力をお願いいたします。 

 


